
 
 
 
１．開催年月日 

令和４年１２月２６日（月） 午前１０時００分～午前１０時４０分 

 

２．開催場所 

  大東市教育委員会会議室 

 

３．出席者（５名） 

・教育長          水野 達朗 

・教育長職務代理者     太田 忠雄 

・教育委員         田中 佐知子 

・教育委員         齊藤 めぐみ 

・教育委員         中野 健一郎 

 

４．出席説明員（１３名） 

 ・教育総務部長                     北本 賢一 

・学校教育政策部長                   伊東 敬太 

・教育総務部総括次長兼家庭・地域教育課長        佐々木 由美 

・学校教育政策部総括次長兼指導・人権教育課長      村島 正浩 

・教育総務部次長兼学校管理課長             芦田 雄一 

・教育総務部次長兼教育総務課長             杉谷 明子 

・教育総務部教育総務課参事兼野崎青少年教育センター所長 前島 康浩 

・教育総務部教育総務課参事兼北条青少年教育センター所長 田中 廣信 

・学校教育政策部企画・教職員課長            花澤 秀之 

・学校教育政策部ＩＣＴ教育戦略課長           川阪 栄介 

・学校教育政策部ＩＣＴ教育戦略課長参事         山本 和人 

・学校教育政策部課長兼教育研究所長           浅井 裕子 

・教育総務部教育総務課課長補佐             岡田 健嗣 

 

５．傍聴者  ２名 

 

 

 

 

令和４年度 大東市教育委員会 

１２月 定 例 会 会 議 録 



６．議事日程 

 

 

日 程 第 １  会議録署名委員の指名について 

 

日 程 第 ２   教委議案第３４号 

        大東市情報通信技術を活用した行政手続に関する条例の施

行に関する大東市教育委員会規則について 

 

日 程 第 ３  教委議案第３５号 

        大東市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則に

ついて 

 

日 程 第 ４  一般業務報告 

 

 

 

 

 

 



７．議案書 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 



８．一般業務報告 

 

１．令和４年１２月定例月議会に係る報告事項について 

 

 ２．大東市立諸福小学校長寿命化改良工事基本・実施計画業務委託に係る公募型プロポーザ

ル選定結果について 

 

 ３．学校園における教育活動について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

９．会議録 

 

水野教育長 

 

北本部長 

 

 

水野教育長 

    

 

 

       

 

 

 

 

杉谷次長 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 

 

それでは定刻になりましたので、令和４年度１２月定例会を開始させてい

ただきます。開会に先立ち、委員の出席状況について報告を求めます。 

本日の出席は教育長及び教育委員４名、合計５名でございます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により本

会議は成立することをご報告申し上げます。 

報告のとおり、定足数に達しておりますので、ただ今から１２月の教育委

員会定例会を開催いたします。 

まず傍聴にお越しの皆様、年の瀬のお忙しい中、又寒い中、教育委員会定

例会へ傍聴にお越し頂きありがとうございます。 

それでは議事に入ります。日程第１「会議録署名委員の指名について」で

ございますが、本日の署名委員は、田中委員によろしくお願いいたします。 

次に、日程第２ 教委議案第３４号 大東市情報通信技術を活用した行政

手続に関する条例の施行に関する大東市教育委員会規則について、提案理由

の説明をお願いいたします。 

『教委議案第３４号、大東市情報通信技術を活用した行政手続に関する条

例の施行に関する大東市教育委員会規則について』の制定につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

議案資料をご覧ください。 

本市におきまして、令和４年１２月２２日付けで「大東市情報通信技術を

活用した行政手続きに関する条例」の施行に伴い、必要な事項を定める「大

東市情報通信技術を活用した行政手続に関する条例施行規則」を同日制定さ

れました。 

大東市教育委員会におきましても、手続等のオンライン化を進め、市民の

利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図る必要があるため、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第２項第２号の規定に基づ

き、必要な事項を定めるものでございます。 

令和元年１２月に施行されました『情報通信技術を活用した行政の推進等

に関する法律』（通称：デジタル行政推進法）におきまして、行政のデジタ

ル化に関する基本原則等が示され、市においても行政手続のオンライン化を

進めているところでございます。 

内容につきましては、市長が所管する手続等の例によることとし、申請や

届出、処分の通知、縦覧や閲覧等について、手続のオンライン化を可能とす

るものでございます。 

施行日につきましては、公布の日でございます。 

以上、よろしくご審議のうえ、ご議決賜りますよう、お願い申し上げま

す。 

この案件につきましてご意見・ご質問はございませんか。 



 

 

水野教育長 

 

 

杉谷次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 

中野委員 

杉谷次長 

 

 

 

 

水野教育長 

 

それでは、この案件につきまして、賛成の委員の挙手を求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第３ 教委議案第３５号 大東市教育委員会事務局組織規則の

一部を改正する規則について、提案理由の説明をお願いいたします。 

『教委議案第３５号、大東市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する

規則について』、提案理由を、ご説明申し上げます。 

資料をご覧ください。 

本案は、令和５年４月１日からの教育委員会事務局の機構改革を実施する

ことに伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第２項第２

号の規定に基づき、規則の改正をお願いするものでございます。 

今回の組織機構の改編は、市の機構も含め全体として、新型コロナウイル

ス拡大の経験や ICT の進展などによって変動する社会に対応しながら、持続

可能なまちづくりを進めるとともに、限られた人材や財源を有効に活用した

労働生産性を高め合う組織を構築することを目的として、既に市長部局につ

きましては、令和４年１２月２２日に「大東市長の内部組織の設置及び分掌

事務関する条例」の一部を改正されました。 

このたびの規則改正は、教育委員会事務局に係るものでございます。 

主な機構改革の内容につきましては、新たに「教育企画室」を設置いたし

ます。 

「教育総務部」と「学校教育政策部」の両部に連なり、行政職員と指導主

事の両方が所属する室を創設することにより、教育施策を強力に推進してま

いります。 

業務としましては、資料の下の部分に記載をしておりますが、同規則第１

０条、学校その他の教育機関の設置及び廃止に関することや、義務教育学校

及び小中一貫教育校の調査研究に関すること、広報に関すること、地域と小

中学校の連携及び協働に係る施策などの企画、調整及び進行に関することな

どを担います。 

なお、教育企画室の新設に伴い、「企画・教職員課」が「教職員課」に変

更となります。 

施行日につきましては、令和５年４月１日としております。 

以上、よろしくご審議のうえ、ご議決賜りますよう、お願い申し上げま

す。 

この案件につきましてご意見・ご質問はございませんか。 

組織を変更することで、どのような課題が解決されていく予定ですか。 

現在義務教育学校や小中一貫教育校の調査研究については、横断的に行っ

ているところでございます。また通学区域の編成に関すること、広報に関す

ることや地域と小中学校の連携及び協働に係る施策等の企画調整を担当する

部署も無い状態です。よって、これら課題に対処する部署の新設をしていき

たいと考えています。 

それでは、この案件につきまして、賛成の委員の挙手を求めます。 

【挙手全員】 



水野教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

 

・・・・・日程第４ 一般業務報告につき要点のみを記載・・・・・ 

 

①令和４年１２月定例月議会に係る報告事項について 

・大東市放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

・大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例の一部改正の概要について 

・令和４年度大東市一般会計補正予算（第７次）について 

意見・質問 

・放課後児童クラブの質の担保について 

⇒今後も様々な研修等により担保していきます。 

・保護者への手紙のペーパーレス化について 

⇒児童生徒用タブレット端末に掲示板機能があり、順次実施しています。 

 

②大東市立諸福小学校長寿命化改良工事基本・実施計画業務委託に係る公募

型プロポーザル選定結果について 

７事業者の応募があり、一次審査により３事業者が進み、二次審査にて青

木繁建築工房が最優秀提案者となりました。 

意見・質問 

最優秀提案者となった会社の良かった点は何ですか 

⇒諸福小学校のレイアウト面での改良点が評価されました。 

 

①学校園における教育活動について 

大阪府コロナ信号が赤信号になる予定でありますが、学校における感染

症対策に大きな変更はありません。小中学校の修学旅行については１２月

で全校が無事実施出来ました。今後の入試に対する概要が示されています

が、詳細が出ましたら学校を通じて保護者に通知していきます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

各教育委員から意見等について 

 

・１年間の目標を思い続けることは難しいが、目標を持つ人生を送ることは

大切であるということについて。 

・来年度はもっと行事に参加できる機会が増えればよいと思います。 

・毎年年末に伊勢へ家族旅行に行くことを楽しみにしている。みなさんも何

か楽しみを持って１年を過ごしてもらえたらと思います。 

・教員の長時間労働について。月４５時間以上の超過勤務をしている教員が

小学校３割で中学校６割もいる現状について。 

 

以上をもちまして、１２月の教育委員会定例会を終了いたします。 

 



  

 

令和５年１月２４日 

 

 

水野教育長 

 

田中委員 

 以上 


